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Ⅰ 基本的事項

１ 基本方針策定の意義

   生徒の心身の安全や安心を脅かし、教育を受ける権利を著しく侵害（人権侵害）する「いじめ」問

題を克服し、生徒の尊厳を保持する目的の下、学校におけるいじめ防止等（いじめの防止、いじめの

早期発見及びいじめへの対応）のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

２ いじめの定義

この基本方針において「いじめ」とは、「当該生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある（同

じ学校に在籍している等）他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（不作為によるもの

及びインターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった生徒が心身の

苦痛を感じているもの」をいう。

＊けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事

情の調査を行い、児童・生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。（狛江

市教育委員会「狛江市いじめ防止基本方針」より）

３ いじめの禁止

   いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長や人格形成等に重大な影響を及ぼすだけでな

く、いじめを受けた生徒の生命をも重大な危険に陥れたり、その心に生涯消えない深い傷を残したり

するものである。いじめは極めて深刻な人権侵害であり、絶対に許されない、行ってはならない行為

である。

  

４ 学校及び教職員の責務

   いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保

護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめ防止と早期発

見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防

止につとめなければならない。

５ 保護者の責務

   保護者は、子供の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する生徒がいじめを

行うことがないよう、当該生徒に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努

めなければならない。

Ⅱ いじめ防止および対応

１ いじめ防止等の対策のための組織の設置

いじめ防止対策推進法第２２条に基づき「いじめ対策委員会（校内委員会）」を設置する。構成員は、

『校長、副校長、生活指導主任、学年主任、各学年生活指導担当、特別支援コーディネーター、養護教

諭、スクールカウンセラー、くすのき教室担当』とし、いじめの事案により、関係職員を構成員に含める

こととする。また、必要に応じて、狛江市いじめ問題対策委員会の委員が関与する。

取り組む具体的内容は以下の通りとする。
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２ 未然防止

（１）規範意識を身につける。分かる授業、言葉遣い・挨拶を徹底する。

（２）教職員の意識向上（いじめ防止委員会の定期的会議、いじめに関する研修など）

    組織的対応の徹底（生活指導に関する生徒の実態把握・共通理解）

（３）いじめを許さない指導（道徳・特別活動・朝礼・学年集会・学活などを通して）

（４）生徒の主体的行動（生徒会・専門委員会・部長会・行事など生徒を中心とした話し合い・取り組

みを通して）

（５）保護者・地域との連携（スクールカウンセラーの教育相談と教育相談室など関係機関の周知、授

業公開・行事を通して開かれた学校づくりを展開）

３ 早期発見

（１）「いじめ」の定義の正しい理解

（２）生徒の様子からの教職員による察知（ｈｙｐeｒ－QU の結果、一行日記、日常会話、いじめアンケ

ートなど）

（３）保護者、地域、関係機関などからの情報提供や通報（個人面談、生徒に関する情報提供、ホット

    ライン等の周知）

４ 早期対応

   

５ 重大事態への対処
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【主な取り組み】

（１）いじめ対策委員会等による速やかな対応策の検討実施

（２）保護者への説明、協力関係

必要に応じて

（３）地域人材を活用した登下校時の見守りなど

【被害の生徒に対して】

・安全確保

・不安解消

・保護者へのＳＣ等を活

用したケア

（中心的役割）

担任・学年主任・養護

教諭・スクールカウン

セラーなど

【加害の生徒に対して】

・組織的・継続的な指導

及び観察

（中心的役割）

担任・学年主任・生活

指導主任

【関係機関】

・学校サポートチームを

通じた警察、児童相談

所との情報共有及び

連携

（中心的役割）

生活指導主任

（地域の協力者との連

絡調整）
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「重大事態」の定義

   （１）生徒などの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

   （２）生徒などが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

＊

（１）重大事態が発生したときは、狛江市教育委員会を通じて速やかに狛江市長に報告する。

（２）狛江市教育委員会及び学校は、その事態に対処するとともに学校いじめ防止委員会等において、事実

関係を明確にするための調査を開始する。

（３）狛江市教育委員会は、学校が調査を行うときは、狛江市いじめ問題対策委員会を開催するなどして、

必要な指導・助言又は支援を行う。

（４）狛江市長は、必要に応じ、狛江市いじめ問題調査委員会を設置し、重大事態についての再調査を依頼

することができる。

（５）狛江市教育委員会又は学校は、いじめを受けた生徒及び保護者に対し、当該調査に係る必要な情報を

調査の実施前及び実施後に適切に提供する。

【主な取り組み】

（１）速やかな対応策の検討実施（いじめ防止委員会調査）

（２）校長と関係機関による協議

（３）いじめ対策保護者会の開催を通じた保護者への説明

必要に応じて

（４）地域人材を活用した登下校時の見守り、教育支援・関係機関との連携など

【被害の生徒に対して】

・安全確保（組織的対応）

・不安解消（組織的対応）

・保護者への対応方針・経過説明と

ＳＣ等を活用したケア

必要に応じて

・外部人材や関係機関と連携した支援

・教育支援センターなどの支援

（中心的役割）

担任・学年主任・養護教諭・スクール

カウンセラーなど

【加害の生徒に対して】

・組織的・継続的な指導及び観察

・スクールカウンセラーなどによる支

援

必要に応じて、法に基づいて

・保護者への説明、協力関係の構築

・関係機関と連携した更生への支援

（中心的役割）

担任・学年主任・生活指導主任
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Ⅲ いじめ防止年間指導計画

教員・ＳＣの取組 生徒の取組 家庭地域との連携、行事

４月
（講話「いじめについて」）

生徒理解研修
朝礼における呼びかけ 保護者会

５月
ＳＣによる１年生全員面接

人権アンケート

あいさつ運動

※「うわさで決めるの？」（１年）

「自分を大切にしよう」（DVD）

あいさつ運動（民生委員）

６月

ふれあい月間

いじめアンケート

ｈｙｐｅｒ－ＱＵアンケート

朝礼における呼びかけ

校外学習（１年）

学校運営連絡協議会

セーフティ教室

（インターネット･SNS など）

７月

学年会(ｈｙｐｅｒ－ＱＵアン

ケート検討)

三者面談

修学旅行（３年）
三者面談 公開授業

保護者会

８月
生活指導担当者連絡会

（いじめについて）
青少年健全育成連絡会

９月 人権アンケート

※「私もいじめた一人なのに」（1 年）

※「ソムチャイ君の笑顔」（２年）

※「卒業文集最後の二行」（３年）

あいさつ運動

ボランティア清掃

学校公開週間

道徳地区公開講座

あいさつ運動（民生委員）

１０

月

１１

月

ふれあい月間

いじめアンケート

ｈｙｐｅｒ－ＱＵアンケート

生徒会朝礼における呼びかけ

※「公平とはなんだろう」（１年）

１２

月

学年会(ｈｙｐｅｒ－ＱＵアン

ケート検討)

三者面談

※「自由の意味」（３年）

校外学習（２年）

ボランティア清掃

青少年健全育成連絡会

学校運営連絡協議会

三者面談

１月 人権アンケート
移動教室（１・２年）

※「ひとりぼっち」（２年）
学校評価

２月 学校運営連絡協議会

３月
ふれあい月間

いじめアンケート
ボランティア清掃

四中スペシャル

保護者会

※道徳
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（相談窓口）

主な相談窓口・専門機関等 電話番号

東京都いじめ相談ホットライン ０１２０－５３－８２８８

東京都教育相談センター ０３－３３６０－８００８

２４時間いじめ相談ダイアル ０１２０－０－７８３１０

東京都児童相談センター ０３－３３６６－４１５２

警視庁少年相談室 ０３－３５８０－４９７０

狛江市教育研究所 ０３－３４３０－１４１１

東京都立小児総合医療センター こころの電話相談室 ０４２－３１２－８１１９

東京都立多摩総合精神保健福祉センター ０４２－３７１－５５６０

子供の権利擁護専門相談事業 ０１２０－８７４－３７４
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